
亀山市告示第４４号 

亀山市資源物集団回収活動報奨金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

令和７年３月２７日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市資源物集団回収活動報奨金等交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市資源物集団回収活動報奨金等交付要綱（平成１７年亀山市告示第４３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 

    亀山市資源物集団回収活動報奨

金交付要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、市民団体が自主的

に実施する資源物の集団回収活動に対

し、資源物集団回収活動報奨金（以下

「報奨金」という。）を交付すること

により、地域住民のリサイクルに対す

る意識の高揚を図るとともに、資源物

の有効利用を推進し、もって循環型社

会の形成に資することを目的とする。 

 

    亀山市資源物集団回収活動報奨

金等交付要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、市民団体が自主的

に実施する資源物の集団回収活動に対

し、資源物集団回収活動報奨金（以下

「報奨金」という。）及び加算金を交

付することにより、地域住民のリサイ

クルに対する意識の高揚を図るととも

に、資源物の有効利用を推進し、もっ

て循環型社会の形成に資することを目

的とする。 

（定義） （定義） 



第２条 この告示において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

［（１） 略］ 

（２）資源物 紙類（新聞、雑誌、段ボ

ール、紙パック及び雑がみに限

る。）、びん類（透明びん、茶色び

んその他色びん（リターナブルびん

を除く。）に限る。）及び古繊維

（衣類を除き市長が別に定めるもの

に限る。）で、原材料として再生利

用することができるものをいう。 

［（３） 略］ 

［号を削る。］ 

 

第２条 この告示において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

［（１） 略］ 

（２）資源物 紙類、布類、金属類、ビ

ン類、ペットボトル、ペットボトル

のふた、白色の発泡スチロール製食

品用トレイ、飲料用缶、廃食油、使

用済小型電子機器で、資源として再 

生利用することができるものをいう。 

 

 

［（３） 略］ 

（４）年間回収量 集団回収活動を行う

期間（毎年４月１日から翌年の３月

３１日までをいう。）における当該

活動による資源物の回収量をいう。 

（報奨金） 

第５条 市長は、集団回収活動により回

収した資源物をその取扱業者に引き渡

し、又は亀山市総合環境センターに直

接搬入した登録団体に対して、報奨金

を交付する。 

 

 

 

 

２ 報奨金の額は、資源物の重量１キロ

グラム（１キログラム未満の端数が生 

じたときは、その端数を切り捨てる。） 

につき４円とする。 

（報奨金） 

第５条 市長は、資源回収物をその取扱

業者に引き渡し、又は亀山市総合環境

センターに直接搬入した登録団体に対

して、報奨金を交付する。ただし、資

源物のうち、飲料用缶、廃食油及び使

用済小型電子機器については、亀山市

総合環境センターに直接搬入した場合

に限る。 

 

２ 報奨金の額は、資源物の重量１キロ

グラム（１キログラム未満の端数が生 

じたときは、その端数を切り捨てる。） 

につきそれぞれ次の表に掲げる金額と



 

［表を削る。］ 

する。 

品目 金額 

紙類、布類、金属類、ビン

類、ペットボトル、ペット

ボトルのふた、白色の発泡

スチロール製食品用トレイ 

４円 

飲料用缶 ７円 

廃食油、使用済小型電子機

器 

２０円 

 

（資源物回収実績報告書の提出） 

第６条 ［略］ 

２ 前項の実績報告書は、次の表の左欄

に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる期間内の日に提出しなけ

ればならない。 

区分 期間 

４月から９月まで １０月１日から同月

１０日まで 

１０月から３月ま

で 

４月１日から同月

１０日まで 

 

 

 

 

 

（資源物回収実績報告書の提出） 

第６条 ［略］ 

２ 前項の実績報告書は、次の表の左欄

に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる期間内の日に提出しなけ

ればならない。 

区分 期間 

４月から６月まで ７月１日から同月１０

日まで 

７月から９月まで １０月１日から同月

１１日まで 

１０月から１２月

まで 

１月４日から同月１３

日まで 

１月から３月まで ４月１日から同月１０

日まで 

 

 

［条を削る。］ 

（加算金の交付） 

第８条 市長は、資源物のうち、紙類、

金属類、ペットボトル及びペットボト

ルのふたを亀山市総合環境センターに



直接搬入した登録団体に対し、前条の

規定による報奨金の交付に合わせ、当

該搬入した資源物の重量１キログラム

（１キログラム未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り捨てる。）につ

き３円を乗じて得た金額をセンター搬

入加算金として交付する。 

２ 市長は、登録団体に対し、次の表の

左欄に掲げる年間回収量に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる金額を年間回

収量加算金として交付する。 

年間回収量 金額 

１０トン以上３０ト

ン未満 

１万円 

３０トン以上５０ト

ン未満 

３万円 

５０トン以上１００ ５万円 

トン未満  

１００トン以上 １０万円 

３ 市長は、年間回収量が前年度と比べ

て５パーセント以上増加した登録団体

に対し、増加した年間回収量１キログ

ラム（１キログラム未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り捨てる。）

につき３円を乗じて得た金額を前年度

対比加算金として交付す 

（登録の抹消） 

第８条 市長は、登録団体から登録の廃

止の届出があったとき又は次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、 

（登録の抹消） 

第９条 市長は、登録団体から登録の廃

止の届出があったとき又は次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、 



当該団体の登録を抹消するものとする。 

［（１） 略］ 

（２）この告示の規定に違反し、又は虚

偽の申請その他不正の手段により報

奨金の交付を受けようとし、若しく 

は受けたことが明らかになったとき。 

 

［（３） 略］ 

当該団体の登録を抹消するものとする。 

［（１） 略］ 

（２）この告示の規定に違反し、又は虚

偽の申請その他不正の手段により報

奨金若しくは加算金の交付を受けよ

うとし、若しくは受けたことが明ら

かになったとき。 

［（３） 略］ 

（報奨金の返還） 

第９条 市長は、報奨金の交付を受けた

市民団体が、次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、当該報奨金の 

全部又は一部を返還させるものとする。 

 

（１）この告示の規定に違反し、又は虚

偽の申請その他不正の手段により報

奨金の交付を受けたとき。 

 

［（２） 略］ 

（報奨金等の返還） 

第１０条 市長は、報奨金の交付を受け

た市民団体が、次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、当該報奨金

又は加算金の全部又は一部を返還させ

るものとする。 

（１）この告示の規定に違反し、又は虚

偽の申請その他不正の手段により報

奨金若しくは加算金の交付を受けた

とき。 

［（２） 略］ 

（報告及び調査） 

第１０条 市長は、報奨金に係る予算執

行の適正を期するため、必要があると

認めるときは、登録団体に対し、報告

を求め、又は職員に必要な調査を行わ

せることができる。 

（報告及び調査） 

第１１条 市長は、報奨金及び加算金に

係る予算執行の適正を期するため、必

要があると認めるときは、登録団体に

対し、報告を求め、又は職員に必要な

調査を行わせることができる。 

（見直し） 

第１１条 市長は、令和７年４月１日か

ら起算して５年ごとに、又は資源物の

引取価格に著しい変動があった場合は

随時に、この告示に定める資源物の範

囲、報奨金の額等の見直しを行うもの 

（見直し） 

第１２条 市長は、平成２６年４月１日

から起算して５年ごとに、又は資源物

の引取価格に著しい変動があった場合

は随時に、この告示に定める資源物の

範囲、報奨金の額等の見直しを行うも 



とする。 のとする。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 

 「             「 

様式第１号中           を               に、「亀山 

                 」               」 

市資源物集団回収活動報奨金等交付要綱」を「亀山市資源物集団回収活動報奨金交付要

綱」に、 

「 

 

 

                                  を 

 

 

 

                                 」   

「 

 

                                   に、 

 

 

                                  」 

 

 

 

 

 

 

に改める。 

回収品目 

（該当する品目に○を

付けてくださ 

い。） 

回収 

予定回数 

回収 

予定場所 

引渡方法 

（どちらかに〇を付けてく

ださい。） 

引渡予定 

業者 

センター 

搬入 

業者引き

渡し 

紙類      

びん類（リターナブル

びんを除く。） 

     

古 繊維（衣類を除

く。） 

     

 

回収品目 

（該当する品目

に○を付けてく

ださい。） 

回収予

定月 

回収予

定日 

回収場所 引渡方法 

（どちらかに○を付

けてください。） 

引渡予定

業者 

センター

直接搬入 

業者引

き渡し 

紙類、布類、金

属類、ビン類、

ペットボトル、

ペットボトルの

ふた、白色トレ

イ 

      

飲料用缶       
廃食油、使用済

小型電子機器 
      

 

代表者の住所 

    氏名 

代表者  郵便番号 

住所 

     氏名 

「  口座名義人 

（添付書類）団体の構成員の名簿                   」 

「  口座名義人 

※ゆうちょ銀行の場合は、他金融機関からの受取口座として指定されている店名等をご記入

ください。 

（添付書類）団体の構成員の名簿                    」 

を 



 様式第２号中「亀山市資源物集団回収活動報奨金等交付要綱」を「亀山市資源物集団

回収活動報奨金交付要綱」に、「直接搬入する」を「搬入する」に、 

「 

 

  

                                

「 

                                に、「報奨金若 

                               」 

しくは加算金」を「報奨金」に改める。 

 「             「 

様式第３号中           を               に、「登録 

                」                」 

した事項を変更（廃止）したいので、亀山市資源物集団回収活動報奨金等交付要綱」を

「登録した事項を変更したい（廃止したい）ので、亀山市資源物集団回収活動報奨金交

付要綱」に、 

「 

 

 

 

                                      を 

 

 

「 

 

 

 

                                      に 

 

 

 

改める。 

区分 期間 

４月から６月まで ７月１日から同月１０日まで 

７月から９月まで １０月１日から同月１１日まで 

１０月から１２月まで １月４日から同月１３日まで 

１月から３月まで ４月１日から同月１０日まで 

 
区分 期間 

４月から９月まで １０月１日から同月１０日まで 

１０月から３月まで ４月１日から同月１０日まで 

 

代表者の住所 

    氏名 

代表者  郵便番号 

住所 

     氏名 

変更事項 
□ 代表者 
□ 口座 
□ その他 

前代表者名  
新代表者名  
住所   
電話番号   
振込先   銀行・金庫・組合  支店 
預金の種類 普通・当座 
口座番号                   
（ふりがな） 

口座名義人                  

その他変更事項 

廃止 理由 

 

変更事項 
□ 代表者 
□ 口座 
□ その他 

前代表者名  
新代表者名  
郵便番号 
住所   
電話番号   
振込先   銀行・金庫・組合  支店 
預金の種類 普通・当座 
口座番号                   
（ふりがな） 

口座名義人   
※ ゆうちょ銀行の場合は、他金融機関からの受取口座として指定されている店

名等をご記入ください。 

その他変更事項 

廃止 理由 

 

を 

」 

」 

」 



       「             「 

様式第４号中           を               に、「亀山 

                」                」 

市資源物集団回収活動報奨金等交付要綱」を「亀山市資源物集団回収活動報奨金交付要

綱」に、「 

 

 

                                     を 

 

 

 

 

「 

 

 

                                に改める。 

 

                                

                               」 

様式第５号を次のように改める。 

代表者の住所 

    氏名 

代表者  郵便番号 

住所 

     氏名 

回収品目 

（該当する品目

に○を付けてく

ださい。） 

回収予

定月 

回収予

定日 

回収場所 引渡方法 

（どちらかに○を付

けてください。） 

引渡予定

業者 

センター

直接搬入 

業者引

き渡し 

紙類、布類、金

属類、ビン類、

ペットボトル、

ペットボトルの

ふた、白色トレ

イ 

      

飲料用缶       
廃食油、使用済

小型電子機器 
      

 
」 

回収品目 

（該当する品目に○を

付けてくださ 

い。） 

回収 

予定回数 

回収 

予定場所 

引渡方法 

（どちらかに〇を付けてく

ださい。） 

引渡予定 

業者 

センター 

搬入 

業者引き

渡し 

紙類      

びん類（リターナブル

びんを除く。） 

     

古 繊維（衣類を除

く。） 

     

 



様式第５号（第６条関係）  

登録番号       

資源物回収実績報告書  

                      年   月   日  

亀山市長  様  

団体名   

代表者  郵便番号  

住所   

氏名   

※本人（代表者）が署名しない場合は、記名押印してください。  

電話番号    

亀山市資源物集団回収活動報奨金交付要綱第６条第１項の規定に

より、次のとおり資源物回収の実績について報告します。  

資源物回収明細  

品目  業者引渡量  センター搬入量  

新聞  ㎏  

㎏  

雑誌  ㎏  

段ボール  ㎏  

紙パック  ㎏  

雑がみ  ㎏  

透明びん  ㎏  

㎏  茶色びん  ㎏  

その他色びん  ㎏  

古繊維（衣類を除く。）  ㎏  ㎏  

合計  ㎏  ㎏  

※１㎏未満の端数は、切り捨ててください。  

（添付書類）  

業者に引き渡した伝票の写し（業者の印があること。）又は亀山

市総合環境センターに搬入した伝票の控え  



附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の亀山市資源物集団回収

活動報奨金等交付要綱（以下「旧要綱」という。）第６条の規定によりなされた実績

報告に対する旧要綱の規定による報奨金及び加算金の交付については、なお従前の例

による。 

 

 


